
2021年 (令不E3年)4月

巨  Bヽ
Ч r

▲

TEL1861‐ 6901
FAX:862‐ 4564

国民年金
グループ

ハイサイ市民課

はいたい、学生のみなさ
知つていますか?

B

経済的な理由により国民年金保険料の納付ができ

ない学生を対象として、保険料の納付を猶予する

「学生納付特例制度」ん`あります。この制度を申請

して承認されると、保険料の納付をしなくても万が

―の事故や病気で障害になつたときの「障害基礎年

金」や「遺族基礎年金」にも対応します。

(その他の要件で給付できない場合もあります。)

そのためにも早めに申請することが重要になります。

手続きは右の通りです。こ拳備ができましたら早め

に申請してください。

学生納付特例制度と老齢基礎年金の関係について、

詳しくは2ページ

の F保険料が納め

られないときは中

免除制度を利用し

ましょう』の欄を

こ覧ください。

申請は
お早めに!

那覇市役所 ′lイサイ市民課
国民年金グループ(本庁台1階11番悪口)

令和3年 4月 1日 (木)から

(ただし上日4兄日を除く)

午前日時30分～午後5時 15分
混雑が予想されますので、なるべく午後4時45分
までにお越しください。

●学生皿 (有効期限内のもの)

または在学肛明善 (令和3年 4月 1日以降発行のもので在学期間のわかるt,の )

●基礎年金番号がわかるもの (年金手帳または納付書等)

またはマイナン′(―がわかるもの (マイナ刀く―カードまたは過知カード)

●大学・短期大学・高等学校・専門学校以外の香種学校の場合に、
修業年限が1年以上である証明書が必要になることがあります。

●本人確認ができるもの (顔写真付き書類 1点 ・顔写真なし書類2点 )

※申開内容によつては上日己書類以外にも書類を提出していただく場合があります。

●令和元年12月 31日 から申請日までの間に仕事をやめた方
離職票または雇用保険受給資格者証があればこ用意ください。

※申請にぶ要なもの力〔そろえば、代理の方でも申請できます。
(本人直筆の委任状が必要ですが、同一世帯者の申請に関しては必要ありません。)

※申語に関して不明′よ点は、国民年金グルーフヘお間い合わせください。

手続きに必要なものは?

所得のある学生で、次の条件に該当する場合

受付場所

受付開始

受付時間

4月 1日 (木)よ峰 和3年度分の受 付 スダート

送られてきた八ガキに必要事項を記入のうえ、返送してください。

(ガキを返送すれば、 したことになり、 窓口で る必要はありません。

学校を卒業したら、満額の老齢基礎年金を受けるためにも、保険料をさかのばつて納めること(追納)をおすすめします。

学生納付特例申請が承認され、納付を猶予された期間の保険料は10年以内であれば追納することができます。ただし、

3年目以降に追納する場合は当時の保険料の額に経過した年数に応じた加算額が上乗せされます。

卒業後、保険料の納付が困難な場合は、申請免除・納付猶予などの制度がありますので、こ相談ください。

※「国民年金のお知らせ」は、年金制度を広く、わかりやすくお知らせすることを目的としています。くわしくは国民年金グループまでお問い合わせください。
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令和3年度 国民年金保険料は

年額199■320円 月額16,610円

1・

冒剤島係評4年額「3,540円 J割引!!

2.日座振督で早割悩月紺 働 → 月 額『 50円 Jの割 引 !!

国民年金保険料は自営業者や学生などの第 1号被保険者が納める保険料で、年齢・所得・性別に関係なく―律です。

国民年金保険料は、日本年金機構から送付される納付書で、各金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等の窓口で納めら

れます。また、日座振替納付やクレジットカー ド納付。電子納付 (イ ンターネットパンキングなど)もできます。

注意:口座振替での令和3年度分1年前納(4～ 9月 分の6ヶ 月前納も含む)の 申込みlよ 2月 末で

受付を終了しています。

※
逮鋒慈羅鋼韓斧編緒鰹職幣羽[覇年金事務所盗855ollll

前納や口座振替にすると保険料は安くなります !

こんなに安く
なるんだね

1年間の未納の場合
―

年額で 約2万円

10年間の未納の場合 ロー■ 年額で 約20万円

生涯、受け取る年金額が
少なくなります。|

l少しの期間の未納でも、し

保険料が納められないときは……免除制度を利用しましょう

経済的な理由で保険料納付が困難な人

輸免除請u度 (全額。一部)

収入の少ない人(50歳未満)

納付猶予制度

経済的な理由で保険料納付が困難な学生

踊学生納付特伊ll制度

①免除を受けた期間は、免除の種類に応じて、

一定の割合で、受け取る年金額(老齢基礎年

金)に反映されます。

②納付猶予・学生納付特例を受けた期間lEに 、受

け取る年金額(老齢基礎年金)に 反映されま

せん。

③見除・納付猶子・学生納付特例を受けた期間

は老齢墓礎年金、障害墓礎年金、週族墓礎

年金を受けるために必要な期間に痺入され

ます。

※免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間については、10年 収内であれば後から保険料を納めること(追納)も できます。免除などを受けた年度から
起算して3年 目以降に保険料を追納する場合には、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と

産前震後期間の保険料免除申請
■対象となる人:国民年金第1号被保険者で出産日成 平成31年2月 1日以降の方

※産前産後期間と認められた期間は、保険料を納付したものとして、
老齢基礎年金の受給額に反映されま現

※出産予定日の6か月前から届出を行うことができま現
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1 
『

老齢基礎年金は、原則として65歳から受給する年金ですが、老齢基礎年金を受けるには10年以上の

翌監運避霊劉巴が必要です。免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間、合算対象期間(海外に居住し

ていた期間等)は、この10年の受給資格期間に算入されます。

ただし、納付猶予・学生納付特例期間・合算対象期間(海外に居住していた期間等)は 、受給資格期間に

算入されますが、老齢基礎年金額の計算には反映されません。

そイ1ぞれの場合の年金額 (免除は全額免除で、平成21年 3月 までの計算式で計算しています。)

納付期間8年で受給資格期間の10年に2年足 りないので年金受給資格な し。

※但し、65歳 まで(昭和40年4月 1日以前に生まれた人は70歳まで)の間に任意加入し、10年に
足りない2年分を納付して、納付期間が10年に達したときは年金を受け取ることができます。

|、 |‖ 32イト

!|、 イ |)′
|うIJt(2bイ |

i'Iイ、140イ千

|!イ
「十七牛

1句十、120イト  41iし 上 111!ti上

40年加入期間 0年

加入期間 40年10年

Aさ んの場合

Bさ んの場合

Cさ んの場合

Dさ んの場合

納付期間40年で年金額は満額の780=900円

納付期間20年、免除期間15年で年金額は488,063円

免除期間のみ25年で年金額は162,687円

老後の安心 老齢基礎年金

障害基礎年金は、国民年金加入中(または、60続以上65歳未満で国内に住所のある人、または20歳になる前)に初診日(初めて

医師の診療を受けた日)のある病気やけがによつて、国民年金法に定める障害等級の1級・2級に該当した場合に受け取ることができる

年金です。受け取り1こ は、一定の納付要件を満たす必要があります。(20腕前に初診日がある場合は納付要件不要)

※納付要件について (次の①または①のどちらかひとつを満たしていることが必要)

初診日の前日において、初診日の前々月までに保険料を納めた期間と免除期間、納付猶予期間、
学生納付特例期間を合計した期間が加入期間の3分の2以上であること。

初診日の前日において、初診日の前々月までの直近 可年間に保険料の未納期間がないこと。

』Ⅲr
▲■,▲ (初診日が令和8年3月31日までにある場合の特例)

1級障害

2級障害

9フ6D咽 25岡
D 臣

00

遺族基礎年金は、国民年金加入中の人、または加入していた60減から65減未満の人(いすれも一定の納付要件が必要 )、 ま
たは保険料納付済期間と保険料免除期間、台算対象期間を合計した期間が25年以上ある人が亡くなつたときに、その方に生計を

維持されていた子のいる配偶者、または子が、受け取ることができます。※子とは、18歳の誕生日を迎えた後の3月 31日 までの子、

または国民年金法に定める 1級 ,2級の障害のある20歳未満の子

※納付要件について (次の①または①のどちらかひとつを満たしていることが必要)

亡くなつた日の前日において、亡くなつた日の前々月までに保険料を納めた期間と免除期間、
納付猶予期間、学生納付特例期間を合計した期間が加入期間の3分の2以上であること。

亡くなつた日の前日において、亡くなつた日の前 月々までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。

(亡くなつた日が令和8年3月 31日までにある場合の特例)

電 5DD
1

0
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第1号被保険者 (及び任意加入者)の方は、毎月の保険料に加えて月額400円 の付加保険料を納めると、
200円 x付加保険料納付月数で、計算された金額が生涯老齢基礎年金に加算されます。

例えば 40年納付した場合の支払額 400円 x40年 (480月 )=192,000円
1年 間に上乗せされる支給額 200円 ×40年 (480月 )=96,000円 ゆ2年間で192,000円

■定額保険料を納めた月分のみ付加保険料を納めることができます。(付加保険料だけの納付はできません。)

日第2号 '第 3号被保険者、国民年金基金加入中の方は、と利用できません。

日付加保険料の納付は、申し込んだ月分からになります。(※ さかのぼって申し込むことはできません。)

※2年間受給すると、支払った保険料と同額を受給することになるため、大変お得です。

lE伺,力口1果険4軒 少しの付加でお得な上乗せ!

年金を増やして等多くもらうために
年金をより多くもらう方法として、次の5つの制度があります。それぞれ申し込みの手続きが必要です。

3ページのBさ ん、Cさんのように、未納や免除期間がある方は、満額の年金をもらうことはできません。そこで、
60歳から65歳 までの間任意加入して納付することで、年金額を満額または満額に近づけることができます。

日1年でも2年でも自由に加入でき、やめることができます。

日すでに老齢基礎年金を受けている方は、任意加入はできません。

日高齢任意加入は、申出のあった月からの加入となり、さかのぼって加入することはできません。

老後のために
考えてみても
いいかもね2.高齢任意加入 満額に近づけるために!

国民年金の第1号被保険者が、よりゆとりある老後を過とすことができるように、老齢基礎年金に上乗せする公的な年金
です。毎月の掛金は全額社会保険料控除されます。

〒900‐0029沖縄県那覇市旭町116番地37(自治会館3階)フ リーダイヤル 0120‐ 65‐4192

全国国民年金基金

お問い合わせ。お申し込みは 全国国民年金基金沖縄支部ヘ

爛
制度の詳細につきましては、

田

′_ヽ

老齢基礎年金の受給資格期間が足りないために、年金がもらえない場合は、65歳 から70歳 になるまでの間に受給資格期間
を満たすことができるまで加入して保険料を納め、老齢基礎年金を受け取ることができる特例任意加入制度があります。
(昭和40年 4月 ¶日以前生まれの人対象)

3B畔寺伊11王毒iカロ入 年金がもらえるようになるために!
′′

′ ′ / 
″ノ

ンン
イ́

町DeCo」 は、国民の皆様の老後生活の安定に向けた自助努力を支援するため、法律に定められた「私的年金」のひとつで、

国民年金第 1号被保険者も対象となっています。

※国民年金基金等の確定給付型の年金とは違い、掛金とその運用収益の合計額をもとに1髯 来の給付額が決定する公的年金に

上乗せする制度です。
※平成29年 1月から、第3号被保険者や公務員の方等も加入の対象となっています。 イデコダイヤル 0570‐ 086‐105

イデコ 検索 酪制度の詳細につきましては、

0

一

●

5.個人型確定拠出年金(iDeCoイデコ)

自分で入る.自分で増や虫 もうひとつの年金
b
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